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鳥取県 岩美町議会 

 

（事績２）住民に開かれた議会 

 

〇町民の意見を取り入れた議員報酬見直しの取り組み 

 

１．議員報酬の見直しについての経過 

本町では、令和元年に議会活動の在り方検討特別委員会（以下、在り方委員会という。）

を設置し、議会改革に取り組み、町民との意見交換会の開催、町議会のケーブルテレビと

YouTube での放送の開始、デジタル化に伴うタブレット端末を活用した議会運営など、行

政監視以外の取り組みも少しずつ形になってきたところです。魅力ある議会、見える議会、

やってみたい議会をめざし議会からの発信も増えていますが、なかなかその実情は理解さ

れるには程遠い現実であります。議員構成（令和７年４月１日現在）も、平均年齢 65.3 歳、

７０歳代５人、６０歳代５人、５０歳代１人、４０歳代１人、男性議員１０人、女性議員２

人と偏りがあり、多様な意見を反映させることができる議員構成とは言えない現状であり

ます。 

 地方における民主主義、地方自治の根幹たる議員・議会のあり方を考えるうえでも議員構

成の偏りを無視することはできません。そして、選挙が無投票となる要因の一つに、現状の

議員報酬が、適正ではないのではないかということも考えなければなりません。 

 そこで、在り方委員会では、議員のなり手不足が懸念されているなか、議員のなり手を増

やすため、議会の役割の発揮や活動の見える化などと併せて議員報酬のあり方、報酬の見直

しについて、議会自らが報酬額を算出し、町民との意見交換会を通して、町民意見を反映し、

特別職報酬等審議会に諮問する（審議会とも意見交換会を行なう）という県内ではじめての

取り組みを進めてきました。 

 

２．議員報酬の見直しについての算定方法 

（１）在り方委員会で議員報酬の見直しを検討するなかで、全国町村議会議長会が提唱する

「活動内容を踏まえた原価方式」が最も合理的であるとの結論に至り、これを算出方法とし

て採用することとしました。 

（２）「活動内容を踏まえた原価方式」の算出にあたって、比較の対象は、町長の活動量、

給料月額を基準としました。 

   町長を基準とする根拠は次の①②の通りであります。 
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   ①議員と町長は住民の直接選挙で選出される「公選職」であること。 

   ②町長の給料は、「地域の実情」、「物価の動向」、「自治体の財政状況」などが要素と

なっており、職員の給料を媒介に住民の所得と間接的に連動している。 

計算の仕方は、議会活動日数と議員活動日数を町長の活動日数と比較し て、その割合に町

長の給料月額を乗じて議員報酬を算出します。 

＊議会・議員の活動日数÷町長の活動日数×町長の給料月額＝議員報酬月額 

 

 令和５年度議員・町長の活動日数は次のとおりです。 

   議員活動日数：１０６日  町長活動日数 ３０３日 

 

＊の原価方式の計算式に数値を当てはめると、 

  １０６日÷３０３日×８２４，０００円＝２８８，２６４円≒２９万円 

 原価方式に基づき算出した報酬額月額２９万円を町民に提示し、意見交換会を行うこと

を在り方委員会で決定しました。 

 

３．議員報酬の見直しについての町民との意見交換会 

 議員報酬の見直しについて、町民との意見交換会を令和６年１０月から令和７年２月ま

で地区自治会、小中学校ＰＴＡ役員会、岩美まちづくりの会などを対象に計６回実施し、全

体で９５名の方に参加いただき、ご意見等をいただきました。 

 

４．意見交換会を踏まえた議員報酬の見直しについて 

 町民との意見交換会を踏まえて、議員報酬額の見直しについて以下のとおりまとめ特別

職報酬等審議会に諮問しました。 

①「現行の報酬額は引き上げるべきだが、一気に２９万円に引き上げることは町民の納得を

得ることが難しいであろう。」「段階的に引き上げることが適当。」というのが大方の意見で

あった。これを受け止めて提示した算定額２９万円を見直し、引き上げ額として３万円アッ

プの２５万９千円を提示する。   

②第一段階の引き上げは今期任期中の早い時期(９月議会で議決)をめざす。 

③議長の報酬額について、当面は議員の月額報酬額を 1 とした現行の比率で算定する(下三

桁端数切り上げ)。 

④副議長、常任委員長(議運委員長含む)の報酬額については、次のように算定する。先ず、

委員長については政策活動など議会改革を更に推し進めるにあたって議長、副議長はもち
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ろんのこと、常任委員会を取りまとめる責務など委員長が中心的な役割を果たすこととな

るため役職手当に相当する部分を加算する。（委員長の加算部分については厚生労働省など

の公表資料を参考とし民間の係長相当の手当とする。）副議長については委員長とのバラン

スを考慮し、役職加算する。 

   〇岩美町議会議員報酬 

（現  行）              （見直し後） 

役 職 報  酬  額 議員との

比率 

 

 

 

役 職 報  酬  額 議員との

比率 

議長  336,000 円  1.47 議長  381,000 円  1.47 

副議長  250,000 円  1.09 副議長  293,000 円 (1.13) 

委員長  239,000 円  1.04 委員長  280,000 円 (1.08) 

議員  229,000 円  1.00 議員  259,000 円  1.00 

 

５．報酬額見直しの経過の公表について 

 議員報酬見直しの経過について町民にお知らせするため、都度つどに議会だよりで公表 

してきました。 

 

６．特別職報酬等審議会諮問及び答申と議員報酬額の改定について 

 町民との意見交換会を踏まえて、議会で再度見直した報酬額を本町の特別職報酬等審議

会に諮問しました。審議会の審議概要は以下のとおりです。 

・令和７年５月２７日 第１回開催・審議の進め方、議会より報酬見直しの意見書提出 

 ・令和７年６月１８日 第２回開催・議会による意見陳述等 

 ・令和７年７月１１日 第３回開催・議員報酬金額、改定時期等について審議 

 ・令和７年７月２９日 第４回開催・答申（案）について審議 

 審議会では、議会が町民の意見を聞いて再算定した報酬額を記載した「議員報酬の見直し

の意見書」を提出し、併せて審議会のなかで議会による意見陳述を行いました。 

 審議会から令和７年８月５日付けで答申が出されました。報酬額及び改定時期について

は議会の要望どおりの結果でありました。この結果を受けて、令和７年９月定例会で議員報

酬にかかる条例を改正し、令和７年１０月１日付けで議員報酬月額を改定する運びとなり

ました。 

 


